
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                              

                                                       

新河端病院 理念 

 信頼と安心の医療 

・患者様に感動をしていただける医療を実践します  

・患者様に選んでいただける病院づくりを実践します 

 

 

「 患者さまの権利 」 
患者さまには次のような権利があります。 

私たちはその権利を尊重するような医療を行います。 

・医療を受ける権利 

・知る権利 

・自分で決定する権利 
・プライバシーを守られる権利 

医療法人 医修会 新河端病院 

 

 

 

 

病院に対するご意見ご希望、また「ふれあい」へのご意見をお聞かせ下さい。（備え付けの意見箱をご利用下さい。） 

下記要領にて、インフルエンザ予防接種を行います。 

実施期間： 

令和 4年 11月 1日（火）～令和 5年 1月 31日（火） 

※京都市の方も今年は 11月 1日からの接種となります。 

接種時間： 

期間内の月曜日～金曜日の朝診および夜診 

土曜日の朝診  （予約は不要です） 

接種料金： 

一般  ３，85０円（高校生以上の方） 

高齢者（65歳以上）乙訓地区在住の方  １，５００円 

京都市の高齢者の方は窓口にてお問い合わせ下さい 

 

□ 乙訓（長寿・特定）健診期間 

令和 4年 7月 1日（金）～12月 29日（木） 

※第 2・4土曜、日曜、祝日を除く 

（土曜日は第 1・3・5のみ健診を実施） 

□ 健診時間 

AM9：00より検査開始※受付終了 11：30となります 

11月 特定健診 カレンダー 

 

 

 

 

 

 

×印の日は受けていただけません。 

☆ 乙訓特定健診のお知らせ ☆ 

☆ インフルエンザ予防接種のお知らせ ☆ 

 

☆ インフルエンザについて知りましょう ☆ 

 「風邪とインフルエンザの違いって？」 

 

 

 

 

 

「インフルエンザってどうやってうつるの？」 

飛沫感染と接触感染の２種類があります。 

① 飛沫感染 

感染した人がせきをすることで飛んだ飛沫に含まれる

ウイルスを、別の人が口や鼻から吸い込んでしまい、ウ

イルスが体内に入り込むことです。 

② 接触感染 

感染した人がせきを手で押さえた後や鼻水を手でぬぐ

った後に、ドアノブ、スイッチなどに触れると、その触れ

た場所にウイルスを含んだ飛沫が付着することがあり

ます。その場所に別の人が手で触れ、さらにその手で

鼻、口に再び触れることにより、粘膜などを通じてウイ

ルスが体内に入り込むことです。 

 

「インフルエンザを予防するには？」 

・人が多く集まる場所から帰ってきたときには手洗いを

心がけましょう。  

・アルコールを含んだ消毒液で手を消毒するのも効果

的です。  

・流行前の予防接種も重要です。 

風邪 インフルエンザ

症　状
鼻水やのどの痛み
などの局所症状

38℃以上の発熱やせき、のどの痛み、
全身の倦怠感や関節の痛みなどの全身症状。

流行の時期
一年を通しひく
ことがあります。

1月～2月に流行のピーク。
ただし、4月、5月まで散発的に流行することも。

月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26

28 29 30

11月November


